
「鹿屋市かわいい孫への贈り物事業」のご案内

鹿屋市では、「鹿屋市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、子育て世帯の経済的負担軽減を図り、子ど

もを安全に安心して生み育てられる子育てしやすいまちづくりを進めるため、対象となる乳児に対し育児用品

購入に係る費用の一部助成を行う「鹿屋市かわいい孫への贈り物事業」を実施しています。

①助成の対象者は?・・・

市内に住所を有する乳児(満１歳に満たない者)とし、その保護者（市

内に住所を有する者に限る）に対して助成を実施します。

②助成の内容は?・・・

対象者へ、育児用品購入助成券を交付します。

育児用品購入助成券は、指定された店舗で、お金の代わりに使用する

ことができます。

助成券の使用は対象の乳児が使用する育児用品の購入に限ります。

③育児用品購入助成券の有効期限は?・・・

助成券の有効期限は、交付を受けた日から１年を経過する日となりま

す。

また、助成券は対象の乳児１人に対して下記のとおり交付します。

・第一子である支給対象児 12,000円分

・第二子である支給対象児 18,000円分

・第三子以降である支給対象児 24,000円分

④取扱店はどこ?・・・

鹿屋市内にある指定事業者（販売協力店舗）で利用ができます。

販売協力店舗は、随時募集しています。新たな店舗については、随

時更新を行いますので、鹿屋市ＨＰで一覧表を確認いただくか、申

請時にお尋ねください。(現在の販売協力店舗は裏面へ)

⑤申請方法は?・・・

対象者は、下記の必要書類を持参し、本庁子育て支援課または各総

合支所にて申請を行ってください。

⑴申請者の本人確認ができるもの（運転免許証、マイナンバーカード 等）

⑵母子手帳

⑥申請の期限は?・・・

対象となる乳児の満１歳の誕生日の前日まで申請ができます。

⑦他には?・・・

育児用品購入助成券を紛失した場合、再交付はいたしませんので、

大切に保管してください。また、申請者の過失により助成券を使

用しないまま有効期限が過ぎた場合も、再交付や期限の延長等はいた

しません。

【問合せ先】

○鹿屋市役所 子育て支援課

管理係 ⑰番窓口

電話 (直通)0994-31-1134

○吾平総合支所 住民サービス課

住民福祉グループ

電話 (直通)0994-58-7231

○串良総合支所 住民サービス課

福祉グループ

電話 (代表)0994-63-3111

(内線)4310

○輝北総合支所 住民サービス課

住民サービスグループ

電話 (代表)099-486-1111

(内線)2213



２０２５年4月１日現在取扱事業者一覧（50音順）

1
かのや店
(直営売場)

白崎町4-1

2 吾平町麓3560-6

笠之原店 笠之原町29-18

鹿屋共栄店 共栄町21-1

鹿屋寿店 寿4丁目3-4

川西店 川西町3744-1

鹿屋西原店 西原３丁目1-1

鹿屋運動公園前店 西原２丁目8-20

4 鹿屋店 笠之原町2153

サンキュー寿店 寿7丁目494番1

タイヨー串良店 串良町岡崎1825-1

タイヨー西原店 郷之原町12604番地1

6 寿店
（サンキュー寿店内）

寿7丁目494番1

鹿屋店 笠之原町1950番1

鹿屋上野町店 上野町4866番29

鹿屋店 寿8丁目20番４号

白崎店 白崎町3番27号

9 鹿屋バイパス店 札元2丁目3675番8

鹿屋札元店 札元１丁目６番40号

鹿屋川西店 川西町4453-1

鹿屋寿店 寿4丁目722-1

11 鹿屋西原店 西原４丁目12番３号

鹿屋バイパス店 旭原町3589番38

鹿屋共栄店 共栄町19番26号

13 鹿屋店 大浦町14003番1

14 鹿屋店 寿8丁目557-1

15 笠之原町41-8-1

16 古江町561-6

17 鹿屋寿店 寿8丁目1番38号

鹿屋店 白崎町6501-2

鹿屋大手町店 大手町7-20

ミドリ薬品串良店 串良町岡崎1815-3

19 鹿屋店 王子町3971番地1

計 33店舗

ドラッグセイムス

19事業所

12 西松屋

ニシムタ

バースデイ

福元薬品

船間薬品

ホームセンターきたやま

18 マツモトキヨシ

MEGAドン・キホーテ

10 ドラッグストアモリ

コメリパワー

5 サンキュー

8 ダイレックス

ドラッグイレブン

サンドラッグ

スーパーセンタートライアル7

コスモス3

店舗名 住所

くすりのにしざこ

イオン

⑴助成券⑴助成券は鹿屋市役所子育て支援課17番窓口または、各総合支所住民サービス課で交付いたします。

⑵助成券の⑴助成券は鹿屋市役所子育て支援課17番窓口または、各総合支所住民サービス課で交付いたし

ます。⑵助成券の有効期限は、助成券の交付を受けた日から１年を経過する日です。⑶助成券は販売協力店

舗で対象の乳児が使用する育児用品を購入する場合のみ使用できます。 ※対象の乳児以外が使用するもの

や、換金性が高いもの（商品券等）への使用はできません。⑷助成券の額面は１枚１千円です。対象者一人に

対して12枚を交付いたします。⑸購入額が額面を超える場合は、超過分は自己負担となります。⑹助成券の額

面を下回ったときの差額（お釣り）の支払いはありません。⑺助成券の利用期間は助成券に記載のある期限内

です。有効期限を過ぎた助成券は無効となります。⑻一度交付した助成券は再交付いたしませんので大事に保

管してください。ただし、助成券を汚損した場合は、汚損した助成券と引き換えに新たな助成券と交換可能です。

⑼対象者が転出又は死亡した場合は、未使用の助成券をすみやかにご返還ください。⑽助成券の第三者への

譲渡はできません。不正使用や不正行為（偽造など）等があった場合は、助成券は返還となります。◆スムーズ

なお買い物をするために◆ 紙おむつ・布おむつ・おむつカバーと他の商品を一緒に買う場合、店舗によって

別々に精算することがありますので、先に助成券をレジにてご提示ください。⑴助成券は鹿屋市役所子育て支

⑴助成券は鹿屋市役所子育て支援課17番窓口または、各総合支所住民サービス課で交付いたします。
⑵助成券の利用期間は助成券に記載のある期限内です。有効期限を過ぎた助成券は無効となります。
⑶助成券は販売協力店舗で対象の乳児が使用する育児用品を購入する場合のみ使用できます。
   ※対象の乳児以外が使用するものや、換金性が高いもの（商品券等）への使用はできません。
⑷助成券の額面は１枚１千円です。
⑸購入額が額面を超える場合は、超過分は自己負担となります。
⑹助成券の額面を下回ったときの差額（お釣り）の支払いはありません。
⑺一度交付した助成券は再交付いたしませんので大事に保管してください。
　ただし、助成券を汚損した場合は、汚損した助成券と引き換えに新たな助成券と交換が可能です。
⑻対象の乳児が転出又は死亡した場合は、未使用の助成券をすみやかにご返還ください。
⑼助成券の第三者への譲渡はできません。不正使用や不正行為（偽造など）等があった場合は、助成券は返還となります。
◆スムーズなお買い物をするために◆
　育児用品と他の商品を一緒に買う場合、店舗によって別々に精算することがありますので、先に助成券をレジにてご提示ください。


